
令和７年度事業計画
令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで

　世界は不透明感が強い状況が続いており、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化に加え、中東地区の深
刻化、新興国が抱える脆弱性の顕在化など多くの課題が山積しております。また、地球温暖化の進行に伴
い、猛暑や異常気象による災害の発生等、世界各地で様々な影響が現れ、自然環境や人々の暮らしにも重
大な問題を引き起こしています。
　我が国経済は、円安を背景とした輸出の増加などで景気が拡大基調となりましたが、物価上昇による個
人消費の伸び悩みなど内需に力強さを欠く環境にあります。また、能登半島地震等の大規模災害への対応
力の強化、防災・減災、国土強靱化の着実な推進の強化等とともに、持続的な経済成長に向けて、成長分
野における国内投資の拡大や賃上げにつながる人への投資、生産性の向上に寄与する戦略的な社会資本整
備、DX・GX等推進への取り組みが必要とされています。
　東日本大震災後の現状に目を向けますと、被災地域をはじめ東北地区の人口減少は止まらず、若年層の
人口減少が全国に先駆けて進むと予測されております。人口減少は、地域経済や医療サービスの停滞、働
き手不足等を招き、地域の将来を担う産業づくりの足かせになりかねない問題になっております。
　不動産業界においては、環境問題への対応、経済環境の変化、デジタル技術の進化という大きな動向に
影響を受けており、これらは市場の構造や消費者の意識に深い影響を与え、今後も重要な要素として不動
産市場を形成していくことが予想されます。大きな転換期を迎えている不動産業界は、自然災害への対
策、人口減少に伴う空き家の増加の他、所有者不明土地への対応、長期優良住宅の普及促進、既存住宅の
流通促進、不動産DXの普及促進、多様化する消費者のニーズへの対応など多くの課題に直面しています。
　また、国土交通省において、昨今の増加する空き家等への対応を図るため、媒介報酬告示の見直しや
「不動産業による空き家対策推進プログラム」策定等により、空き家の流通を支援するための措置が講じ
られましたが、我々業界等にも全国的な空き家相談体制や空き家等対策の担い手の育成などが要請されて
おります。
　このような中、本会は公益社団法人としての事業を公益目的事業、収益事業、その他の事業（共益事
業）に分類し、会務運営を推進していますが、公益社団法人としての組織を維持するためには、宮城県か
ら認定された公益目的事業を継続して実施するとともに、2025年４月から「公益社団法人及び公益財団法
人の認定等に関する法律」等の改正施行に伴う公益法人制度改革に適切に対応する必要があります。
　本会の公益目的事業１は、「消費者保護事業」として、大規模災害発生時の民間賃貸住宅斡旋業務推進
体制の維持、行政機関及び関係団体等と連携した不動産業政策の企画及び推進、適正な不動産広告の普及
に向けた研修事業、消費者が安全安心に不動産取引を行うことを目的とした適正な情報発信事業、不動産
取引に係る無料相談事業としての移動無料相談会等事業、本会ホームページ等における開業支援を含めた
各種情報提供事業等を実施します。
　公益目的事業２は、「人材育成事業」として、宅地建物取引業務等に関するテーマを題目とした研修会
の開催、不動産コンサルティング技能試験事務の適正な実施、宅地建物士法定講習会の集合座学講習及び
WEB講習の実施、宅地建物取引士資格試験の適切な運営、資格取得者へのフォローアップ研修等の事業
を実施します。
　また、公益目的事業以外の事業として、公益社団法人の適正な事業を執行するための財務三基準維持を
図る財政運営、会員からの各種相談に対応するための専門家を交えた相談体制の円滑な運営、会員相互の
情報交換及び親睦交流を目的とした会員交流事業の実施、IT化の進展を踏まえたWEB会議導入促進のほ
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か、生成AIの活用検討、更なるペーパーレス化を図るためこれまでの連絡・周知等業務のFAX手続きを
2026年３月末で廃止するなど、本会事務の効率化を図るとともに、会員への更なる業務支援の実施に向け
て事業を推進します。
　複雑多様化していく経済社会において、公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会（以下「全宅連」
という。）、一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会（以下「全宅管理」という。）等関係団体と連携を図
り、ハトマークグループが一体となって会員の経営基盤の強化、業務支援を積極的に展開していきます。
　令和７年度は、以下のように公益法人としての事業計画に則り、適正に事業を実施します。

Ⅰ 公益目的事業

【公１ 消費者保護事業】

１　災害復旧・復興支援事業を通しての消費者保護事業

　大災害発生時に必要となる相談体制をいち早く構築し、民間賃貸住宅の斡旋業務等を円滑に実施でき
るように各地方公共団体等との調整を図りながら組織体制を維持し、必要に応じて改善を加え機動的な
運営を推進します。

２　国・地方公共団体・関連団体との連携による消費者保護事業

　行政機関及び関連団体と連携し、土地や住宅に関する不動産業政策の企画推進及び消費者保護事業に
積極的に協力することで、幅広く公益の増進に努めます。
⑴ 国との連携

国土交通省東北地方整備局との情報交換を通じ、不動産流通市場活性化、賃貸住宅管理業等に関し
て情報交換を行うとともに、既存住宅市場の活性化に向けた事業を推進するため設置される各協議会
等へ参画するなど、国の政策推進に協力します。

⑵ 地方公共団体及び関連団体との連携

イ 各協議会等への参画事業
宮城県住生活基本計画に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するための「みやぎ住まいづくり

協議会」等、地方公共団体が設置している協議会及び関係団体が設置している住宅・不動産に関連
した協議会に参画します。

ロ 地方公共団体との連携
空き家等対策事業に関して、県内の各市町村と更なる連携を図るとともに、協定未締結市町村に

対して協定締結に向けた調整等を行います。
　また、代替地の情報提供に関する協定に基づいて、保留地の処分や事業用地の取得に関する情報
の周知を行うなど、地域社会の活性化やまちづくりを通して県民生活の安定向上に努めます。

ハ 警察との連携
宮城県警察本部との「犯罪被害者等に対する民間賃貸住宅の媒介等に関する協定」に基づき、

DVやストーカー行為などによって現在の住まいに居住できなくなった被害者のために、希望する
新しい居住地域の賃貸物件情報等を提供します。
　また、子どもを犯罪から守り、安全安心に暮らせる社会環境づくりに繋がる活動を行うため「子
ども110番の店」の登録を進め、子どもの安全対策を推進します。

ニ 関係団体との連携
不動産関連の事業を実施する関係団体と不動産の適正な取引を推進する立場から、情報提供や地

域住民の安全安心な住まいの提供に努めます。



３　適正な不動産広告を通しての消費者保護事業

　適正な不動産取引の推進のため、業界関連団体で構成される東北地区不動産公正取引協議会（以下
「東北地区公取協」という。）や不動産公正取引協議会連合会等の関係機関と連携し、不当表示広告の
改善、不動産広告に関する知識の普及、違反業者の指導を行いながら業界の資質向上と不動産の適正な
取引推進に努めます。
⑴ 規約の研修、普及活動

「不動産の表示に関する公正競争規約」及び「不動産業における景品類の提供の制限に関する公正
競争規約」の普及、啓発を通した適正な不動産広告に資するため、研修会を開催します。
　さらに、広報誌「みやぎ」において、規約に関する必要な情報等を適宜掲載し、各市町村等を通じ
て消費者に配布するとともに、本会ホームページ上に広報誌を掲載し、周知を図ります。

⑵ 違反広告の調査と指導

正確な広告記載内容に基づいた適正な不動産取引を推進するため、違反広告の情報収集及び必要な
指導を実施します。また、例年９月に東北地区公取協が実施する違反広告の調査と業務改善指導に取
り組みます。

４　適正な不動産情報提供事業

　消費者が安全安心に不動産取引を行うためには、複雑かつ専門的な不動産価格情報を標準化、規格化
して消費者に提供することが必要であり、賃料や売買価格等に関して、正確な情報提供に努めます。
⑴ レインズ

宅地建物取引業法で定められた媒介契約時におけるレインズへの登録義務について会員に周知し、
レインズの利用促進を図ることによって、不動産流通市場の活性化に努めます。また、新入会員向け
の研修会を実施し、利用促進に向けたシステム等の周知を図ります。

⑵ ハトマークサイト宮城
消費者に対して適正な不動産情報を提供するとともに、不動産流通事業の活性化を推進するため、

ハトマークサイト宮城のPR及び利用促進を図ります。

５　不動産取引に係る無料相談事業

　消費者の不動産取引に係るトラブルを未然に防止するとともに、万一トラブルが発生した場合には、
早期の解決を図るために本会設置の不動産取引の専門家による無料相談窓口で対応します。また、仙台
市と連携し各区役所市民相談室での無料相談会の実施、総務省の東北管区行政評価局との連携で行政困
りごと相談所での対応、一部の支部において各地域の市町村と連携を図りながら無料相談業務を行うこ
とによって、消費者からの相談に広く対応可能な体制を整え、消費者の利益の保護を図るよう努めま
す。なお、消費者からの相談内容も多岐に及ぶことから、相談業務の充実を図るため、相談員に対して
必要な実務研修会等を実施し、資質の向上に努めます。
　さらに、県内の消費者に対して、公平な相談機会と情報の提供を行うため、9月23日（不動産の日）
に消費者を対象とした移動無料相談会を実施するとともに、各支部においても無料相談会を開催するこ
とで、不動産取引における地域住民からの様々な相談に応じます。

６　宅地建物取引に関する各種情報の提供を通じた消費者保護事業

　宮城県及び県内市町村の窓口等において、宅地建物取引に関する有益な情報を掲載した広報誌を消費
者に配布するとともに、本会ホームページやSNS等を活用して消費者向けの情報発信に努めます。
　また、宅地建物取引業の開業を検討している消費者等から相談があった場合は、開業に向けた必要な
情報を提供するとともに、開業支援セミナーの開催を通しながら、宅地建物取引業に円滑な参入ができ
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るように支援を行い、業界全体の資質向上に努めます。
⑴ 広報誌「みやぎ」、ホームページ掲載内容の充実

不動産取引に係る法令改正等の重要な情報やお役立ち情報、不動産取引に関する裁判事例など、消
費者が不動産取引を行うにあたって必要な情報の掲載に努めます。

⑵ 広報誌「みやぎ」の配布先等の充実

県内の市町村等の窓口や主な公共機関などに配布し、本会のホームページ上でも同様の情報を公開
することで、タイムリーな情報提供に努めます。

⑶ 消費者に対する開業支援業務

開業を検討されている方から相談があった場合は、開業に向け必要な情報を適切に提供し、開業支
援セミナーの開催を通しながら、宅地建物取引業に円滑な参入ができるよう支援に努めます。

【公２　人材育成事業】

１　不動産取引に携わる者を対象とした専門研修事業

　適正な不動産取引の推進を通して消費者の利益を守るために、不動産取引に携わる者及び今後携わろ
うとする者並びに消費者を対象とした研修会を効果的に実施する必要があることから、本会のスケール
メリットを活かした本部研修会を開催します。また、宅地建物取引業法第64条の６に基づく研修会とし
て、公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会宮城本部（以下「保証協会宮城本部」という。）と共同
開催します。
　さらに、支部との連携を図り、支部会員の参加率を更に向上させる全支部研修会（公益目的事業分）
の在り方を検討しながら効果的に実施します。

２　不動産コンサルティング技能試験事務

　公益財団法人不動産流通推進センターが国土交通大臣の登録を受けて実施する不動産コンサルティン
グ技能試験の試験事務について、本県における試験業務を受託し、適正な事務処理を行います。高い専
門知識と技能を有する宅地建物取引業者を育成し、公正な宅地建物取引を確保するための人材育成に努
めます。

３　宅地建物取引士育成事業

　宅地建物取引の安全と公正を確保しながら流通の円滑化に資するため、消費者の利益擁護、増進を図
ることができる公正誠実な人材、「宅地建物取引士」を育成する各種事業を実施します。
　主な事業内容としては、消費者をはじめ資格試験受験希望者や県下の大学生等に向けて、宅地建物取
引士の業務内容や役割等に関する講習会を実施し、宅地建物取引士の理解を深めるとともに、資格試験
合格者及び資格保有者に対しては、宅地建物取引士の使命、業態や現場に即した実践的な宅地建物取引
に係る実務に沿った知識及び能力の向上を図るフォローアップ講習会を実施し、資格保有者の質の向上
に努めます。
　また、宅地建物取引業法第16条の２に基づき都道府県知事の委任のもとに実施する宅地建物取引士資
格試験業務について、国土交通大臣から指定を受けた機関である一般財団法人不動産適正取引推進機構
と業務委託契約を締結し、同機構と緊密な連携を図りながら、試験準備及び試験監督業務等の試験業務
について、公正性の確保に努め実施します。
　さらに、宮城県から指定された講習会実施団体として、宅地建物取引業法第22条の２に基づく宅地建
物取引士法定講習会について、集合の座学講習及び自宅等でのWEB講習を受講者が選択できるように
実施し、併せて宮城県との事務委託契約に基づき、取引士証の交付事務を担うことにより、宅地建物取
引業に関して必要な知識を持った宅地建物取引士の資質向上を図りながら、公正な宅地建物取引の確保



に努めます。

Ⅱ　収益事業

１　宅地建物取引業に関する物品等の販売

　　宅地建物取引業法上必要とされる各種帳票及び関連図書等を販売します。

２　公益目的事業を除いた関係団体からの委託に関する事業

　　関係団体から、事務及び業務の委託を受け、円滑な運営を行います。
　［主な事業の内容］

・全宅連の通信講座事務に係る受託。
・公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会の入会、会費徴収事務に係る受託。
・宮城県不動産流通協議会及びその他団体の運営事務の受託。

３　会館賃貸等に関する事業

　本会が所有する会館の事務所一部を保証協会宮城本部等の関係団体に賃貸します。
　また、関係団体が会議や研修会等を本会会館の会議室で開催する場合は、会館会議室の貸し出しを行
います。

４　斡旋等に関する事業

　　集団扱い保険斡旋に関する事務及びその他関連事務を行います。

Ⅲ　その他の事業（共益事業）

１　健全な公益社団法人運営及び財政運営

　2025年４月からの公益法人制度改革に基づき、公益社団法人としての組織運営及び適切な事業執行体
制の健全化を図り、本部と支部の事業の在り方を確認しながら、現行の諸規程と現状との整合性を確認
し諸規程の整備を行うなど本会運営を更に円滑かつ機能的に推進する検討を行います。
　また、公益社団法人として適切な公益目的事業を実施し、継続的に財務三基準を達成するための機動
的な財政運営に努めるとともに、安定的な財政基盤の確立が可能となるように中長期的な財政運営を推
進します。

２　公益法人会計基準に基づく適正な経理処理

　公益社団法人として、適正な会計処理を実施するとともに、役職員が各種研修会に参加し、知識の向
上に努めます。また、2025年４月からの公益法人制度改革に伴い改正された新・公益法人会計基準に基
づき、適正な経理処理を実施します。

３　各種事業及び業界各種情報の会員への周知並びに情報公開の実施

　行政機関等からの法改正、政策等に関する周知を目的とした資料等有益な情報について、タイムリー
な情報提供に努めます。また、会員名簿、役員名簿、各種計算書類等をインターネット上に公開し、広
く情報公開を行い、会務運営の透明化及び適正化に努めます。

４　会員支援事業等の推進及び事業充実のための折衝業務

　会員支援事業として、会員からの各種相談に対応するため専門家を交えての相談体制を円滑に推進す
るとともに、会員のスキルアップを図るため、会員支援に特化した会員限定の研修会を開催します。ま
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た、事業承継支援事業の実施検討や先進事例等の情報収集･集約を行うとともに、AI等を活用した会員
の利益向上を図るための会員支援事業を実施します。
　さらに、全宅連、全宅管理、株式会社東北宅建サポートセンター等関係団体と連携を図り、不動産情
報流通システム「ハトサポBB」、「ハトサポWeb書式作成システム」等のシステムや賃貸不動産管理業
に関する情報提供等各関係団体の事業周知及び事業推進を行いながら、宅地建物取引業に関する各事業
の充実に努めます。

５　会員交流事業等の実施

　会員のビジネス機会拡大のための会員育成と会員支援を推進するため、会員相互の情報交換及び親睦
交流を目的とした新年賀詞交歓会や交流会等の会員交流事業を実施します。

６　入会促進及び会員管理

　新型コロナウイルスの余波及び物価高騰などの様々な社会情勢の変化に対応した新規開業者の入会促
進に努めながら、既存会員の退会防止策等の検討を行います。
　会員管理においては、新会員管理システムを導入し、会員管理体制の充実を図りながら、入退会及び
変更等の迅速かつ正確な処理を行います。

７　不動産キャリアパーソン資格登録の推進

　会員資質の向上支援として、不動産キャリアパーソン資格登録の拡大のための支援を実施します。

８　ネオリーダー育成による協会運営の充実

　更なる組織強化を図るため、不動産業界を取り巻く環境の変化に対応し、高い倫理観とコンプライア
ンスに基づき適切なマネジメントができる次世代のリーダーを育成する必要があることから、青年部
会、女性の会とともに、ネオリーダーの育成に取り組みます。

９　女性活躍の場の拡大推進

　不動産業界における人材の多様性を確保することは不可欠であり、活躍の場の創出及び拡大を図るた
めの環境整備等の検討を行うとともに、本会事業等における女性の活躍を推進します。

10　法人運営に係るDX化推進

　新たなデジタル時代のビジネス環境の変化に対応するため、デジタル技術を活用しながら、組織、業
務、プロセス等の改革に順次取り組みます。

11　宮城県不動産会館の維持管理及び事務局体制の充実

　宮城県不動産会館の適切な維持保全及び管理運営に努めます。また、事務局体制の充実を図るため、
研修会等へ積極的に参加するとともに、事務局職員会議等を開催し、事業執行体制や会計基準の運用に
ついて職員間の意思統一を図り、適正な事務処理体制を維持します。




